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雪室での農産物等の貯蔵を体験し、その効果や、より良い貯蔵方法や特産品開発のため

のデータ取得を目的に「雪の科学館」の利用者の募集を開始します。農産物や農産加工品

の貯蔵や熟成などにご利用ください。 

なお、利用にあたっては、別に定める利用要領に沿ってご利用ください。 

■申請受付期間：令和２年９月２４日（木）から１０月８日（木）まで 

・利用希望者は、農業推進課に「雪の科学館利用許可申請書」を提出してください。 

・申請書には、預け入れを希望される品目、寸法（長さ×幅×高さ）、重量、荷姿（紙

袋、ダンボール等）、数量等をご記入いただきます。 

・利用希望者が多い場合は、スペースの共用や抽選により選定をさせていただきます。 

・上記受付期間以降でも空きスペースがある場合は、随時、申請の受付をします。 

■利用期間：令和２年１０月１３日（火）から令和３年９月１０日（金）まで 

・保管物の搬出入は、平日の午前９時から午後５時まで 

■庫内温度：０～５℃程度、湿度 概ね８０％ 

■利用スペース：約 0.8 ㎡（間口 76cm×奥行 1.1m）×高さ 45cm または 85cm 以内 

※全５１区画。１件に 1 区画。ただし、利用希望者が多い場合などは、他者の保存物と

スペースを共用いただくことがあります。 

■利用料金：無料 

■注意点 

・異臭のするもの、腐敗しやすいものは持ち込まないでください。 

・利用期間中に腐敗したものや利用期間終了時には、すみやかに引き取っていただきま

す。 

■応募先・お問合せ 農業推進課 利雪技術開発センター ☎３５－２１１４ 

移動献血車が来町します！！ 
  旭川赤十字血液センターの移動献血車が来町します。 

 病気やケガなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、皆様のご理解

とご協力をお願いします。 

■日  程 令和２年１０月５日（月） 

■実施場所 ①沼田町養護老人ホーム和風園 午前１０時～午前１１時 

      ②陸上自衛隊沼田弾薬支処   午前１１時１０分～午前１２時２０分 

      ③まちなかほっとタウン    午後１時３０分～午後２時１５分 

      ④沼田町役場         午後２時２５分～午後４時３０分 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

「町内飲食店食べ飲み歩き元気応援フェア」開催中！ 
 

「町内飲食店食べ飲み歩き元気応援フェア」を１０月３１日まで開催しています。つき

ましては、町内各飲食店で使用できるお得なプレミアム付きチケットを販売しております

ので、是非お早めにご購入ください。 

■販売価格  1 セット４，０００円（５，０００円分の飲食チケット） 

■販売場所  沼田町商工会 

■販売日時  午前９時から午後５時まで（平日） 

■販売期間  １０月３０日（金）まで 

（販売予定数に達した時点で終了いたします） 

■お問合せ  沼田町商工会 ☎ ３５－２２３１ 

「雪の科学館」の雪室利用者の募集について 

 

全国瞬時警報システム（J-アラート）の試験放送について 
 

◆放送日時：令和２年１０月７日（水）午前１１時頃 

１０月７日（水）午前１１時頃に、防災無線を通じて情報伝達試験を行います。ご家庭
の戸別受信機からテスト放送が流れますので、町民皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。 

放送内容等 
 町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び戸別受信機から、試験放送が一斉に放送
されます。 
 
【放送内容】 
開始のチャイム 
「これは、Ｊアラートのテストです。※繰り返し３回 
「こちらは、防災ぬまたです。」 

 終了のチャイム 

※Ｊ-アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急時に国から送られてくる緊急情報を
人工衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 

～沼田町はＪＲ北海道を応援しています～  

「ＪＲに乗り続け隊」サポーター募集中！ 

キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください 
午前 7時 20分～午後 1時 40分（平日・祝祭日除く）で販売中！ 

※不在となる時間帯（8：55～9：50、11：25～12：35）がございます。ご確認ください。 

 ■お問合せ 産業創出課 ☎35-2155 
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令和２年度自衛官等募集案内 
 

■自衛官候補生 

 資 格  日本国籍を有し、令和３年４月１日現在、１８歳以上３３歳未満の男女 

受付期間  試験日により異なりますので、お問合せください。 

試験期日  １０月１８日（日）・１９日（月）、１１月１５日（日）・１６日（月） 

      いずれか１日 

試験会場  受付時にお知らせします。 

■そ の 他  新型コロナウイルスの状況により、延期となる場合があります。 

■お問合せ  自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００ 

       総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 

 

 

 北海道障害者職業能力訓練開発校（砂川市）では令和 3 年度の訓練生の募集を行いま

す。 

 詳しくは、北海道障害者職業能力訓練開発校または最寄りの公共職業安定所までお問合

せください。 

■受 付 期 間  令和２年１１月２日（月）～２０日（金） 

■選考試験日  令和２年１２月７日（月） 

■選 考 場 所  北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山６０番地） 

■選 考 方 法  学力試験（国語・数学）、面接 

■合 格 発 表  令和２年１２月１４日（月） 

■募集訓練科  建築デザイン科、ＣＡＤ機械科、総合ビジネス科、プログラム設計科 

        総合実務科 

■お問合せ   北海道障害者職業訓練開発校 ☎０１２５－５２－２７７４ 

        保健福祉課 福祉グループ  ☎３５－２１２０ 

北海道障害者職業能力開発校訓練生の募集について 
 

令和２年度「炭鉄港歴史文化資源調査研究事業」に係る 
写真・映像等の一般募集について 

 炭鉄港推進協議会では、今年度の新たな取組として、炭鉄港の構成文化財をはじめ、当

時の食や生活文化等に関する歴史的資料（写真や映像）の収集・調査を行い、どなたでも

閲覧が可能な WEB ページの環境整備を通じて、炭鉄港の普及促進を図ることとしていま

す。 

資料の収集にあたっては、各自治体で保存する資料のほか、住民の皆様が所有されてい

る貴重な歴史的資料を併せて活用させていただきたく、次により募集させていただきま

す。 

■対象となる資料    

戦前から昭和４０年頃までの、炭鉱、鉄道、鉄鋼や港湾など、当時の街並みや生活風景

などが記録されている写真や映像 

■対象となる地域 

空知管内（沼田町、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、栗山町、月

形町）、小樽市、室蘭市、安平町 

■受付期間   

令和２年１１月３０日（月）まで 

■留意事項 

ご提供いただく資料のうち、個人情報に触れる部分は写真説明の際に配慮いたしますが

原則一般公開となりますことを予めご了承ください。 

■受付・お問合せ 

札幌市中央区南７条西１丁目１３－７３弘安ビル３F 

株式会社エイチ・ビー・シー・フレックス 担当：佐藤 

☎０１１－５２１－６１３２（平日午前１０時～午後６時） 

産業創出課       ☎３５－２１５５ 

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）のご案内 
 「国の教育ローン」は、高校、大学等へ入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的

な融資制度です。 

■融 資 額  １人あたり３５０万円以内 

■金 利 年１．７０％ 固定金利 

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収２００万円（所得１２２万円）

以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収５００万円（所得３

４６万円）以内の方」は年１．３０％（令和２年８月１日現在） 

■返済期間 １５年以内 

※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収２００万円

（所得１２２万円）以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収

５００万円（所得３４６万円）以内の方」は１８年以内 

■用 途 入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など 

■返済方法 毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能） 

■保 証 （公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能） 

■お問合せ 日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター 

 ☎０５７０－００８６５６（ナビダイヤル） 

☎０３－５３２１－８６５６ 

沼田町では求職者と求人者をつなぐために、無料職業紹介所 

「ぬまわーくサポートデスク」を開設しています。 

   

ぬまわーくサポートデスク https://numasapo-desk.com/ 
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町では特定医療費（指定難病）受給者証、または小児慢性特定疾患医療受給者証をお

持ちの方を対象に通院費の助成事業を行っており、上期・下期の年２回に分けて申請を

受付けています。 

 上記受給者証をお持ちで指定難病の治療のため通院し、受給資格登録をされている方

は、上期分（４～９月診療分）の申請を受付けますので、下記のとおり申請いただきま

すようご案内いたします。 

 なお、助成額は、通院する医療機関所在地の主要駅までのＪＲ運賃実費相当額（年２

４回を限度）となります。 

 

■申請方法等  

保健福祉課窓口に申請書類等がございますので、印鑑・難病患者通院証明書（町様

式）もしくは医療機関の領収書・通帳（振込先）・特定医療費（指定難病）受給者証、

または小児慢性特定疾患医療受給者証をご持参の上お越しください。 

■申請期限    

上期分（４～９月診療分）を１０月末までに申請願います。 

※過去２年分まで申請できます。（２年を超えた分は申請できませんので申請漏れ

にご注意ください） 

■その他     

・経済的な事情などによっては、毎月申請することもできます。 

・通院費助成を受けるためには、受給資格登録が必要となるため、現在、指定難病ま

たは小児慢性特定疾患の受給証をお持ちになり、受給資格登録がお済でない方は、

保健福祉課窓口にて受給資格登録申請を行うことができますのでご相談ください。 

・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。 

 

■お問合せ 保健福祉課 福祉グループ ☎３５－２１２０ 

 

難病患者の皆様の通院費を助成します 
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  ９月２４日から１０月１１日までの行事予定 
行 事 名            時 間   場 所 

９月２８日（月） 脳トレ教室          １０：００～ ふれあい 

９月３０日（水） ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓口開設    １７：３０～ 住民生活課窓口 

１０月 ４日（日） 明日萌・ほたるの里ｳｫｰｷﾝｸﾞ    ９：００～ 役場前 

紅葉を見る会         １０：３０～ ほたる館 

    ５日（月） 移動献血車来町（町内４か所） １０：００～ 和風園ほか 

    ７日（水） ふれあい総合健診        ６：３０～ ふれあい 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ臨時窓口開設    １７：３０～ 住民生活課窓口 

    ８日（木） ふれあい総合健診        ６：３０～ ふれあい 

    ９日（金） ふれあい総合健診        ６：３０～ ふれあい 

 

※新型コロナウイルス感染予防のため中止、延期される場合がございます。 

日曜・祝日当番医のお知らせ 
 ◆９月２７日（日） 

内科・外科系…深川市立病院〔担当医：町立沼田厚生クリニック 院長 鳥本 勝司〕 

                         ☎２２－１１０１             

歯   科   系…スマイル歯科（滝川市）       ☎０１２５－７４－５０２８ 

◆１０月 4 日（日） 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…しらかば歯科（新十津川町）     ☎０１２５－７６－４１８１ 

◆１０月１１日（日） 

内科・外科系…深川市立病院〔担当医：たかはし内科消化器内科 院長 高橋 公平〕 

☎２２－１１０１ 

歯   科   系…歌志内ホワイト歯科クリニック（歌志内市） 

       ☎０１２５－４２－４６１８ 

毎年１０月を「土地月間」と定め、全国的に啓蒙活動を行っています。 

 一定面積以上の大規模な土地売買などの契約には、国土利用計画法に基づく届出が必

要になります。  

■お問合せ 産業創出課 ☎３５－２１５５ 

10月は土地月間です 
 

町では、８月にふるさと創造懇談会を町内各所で開催し、参加者の皆さまのご意見な

どをお伺いしましたが、その他町内の各団体・行政区などの会合に町長等が出向いてお

話をお伺いさせていただきますので、お気軽にお問合せください。 

■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

 

町長との懇談について 

 


